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個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、

一
定
の
所
得
を
超
え
た
場
合
に
、
個

人
事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
第
二
期
分
の
納
付
書
を
11
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
11
月
30

日
（金）
の
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
☎
（87）
１
１
２
０

　
年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見

込
額
を
確
認
し
、
未
来
の
生
活
設
計

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利
用

い
た
だ
く
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の

年
金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
将

来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、

ご
自
身
の
年
金
記
録
を
基
に
様
々
な

パ
タ
ー
ン
の
試
算
を
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
つ
い
て

は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
い
た
だ
く
か
、
下
館
年
金

事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（25）
０
８
２
９

　
古
河
税
務
署
で
は
、
個
人
事
業
者

を
対
象
に
青
色
決
算
書
の
作
成
方
法

や
注
意
点
な
ど
に
つ
い
て
、
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
講
師
は
、
税
務
署
職
員
又
は
税
務

署
が
依
頼
し
た
税
理
士
が
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
説
明
会
で
使
用
す
る
資
料

は
、
当
日
会
場
で
配
布
し
ま
す
。

○
日
時
　
12
月
３
日
（月）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

※�

開
始
時
間
の
30
分
前
か
ら
受
付
を

行
い
ま
す
。

○
場
所
　
境
町
商
工
会
館

　
　
　
　
　
（
境
町
９
６
５
―
29
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
古
河
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
☎
（32）
４
１
６
１
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

※�

電
話
番
号
に
お
か
け
い
た
だ
い
た

後
、
自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て

「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

○
期
間

　
11
月
25
日
（日）
～
12
月
１
日
（土）

○
内
容

　
誰
も
が
突
然
、
事
件
や
事
故
な
ど

に
合
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
被
害

に
あ
わ
れ
た
際
は
、
境
警
察
署
や
次

の
相
談
窓
口
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ
の
ご
家

族
が
回
復
す
る
た
め
に
は
、
周
囲
の

方
の
ご
理
解
と
あ
た
た
か
な
支
援
が

必
要
で
す
。

　
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
境
警
察
署
　
☎
（86）
０
１
１
０

・
茨
城
県
警
察
　
性
犯
罪
被
害
相
談

「
勇
気
の
電
話
」

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
０
２
７
６

　
又
は
＃
８
１
０
３

・
（�

公
社
）
い
ば
ら
き
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
（
２
３
２
）
２
７
３
６

●
相
談
は
、
無
料
で
す
。

●
秘
密
は
、
厳
守
し
ま
す
。

○
日
時
　
11
月
18
日
（日）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

※�

予
約
な
し
で
、
先
着
順
に
相
談
で

き
ま
す
。

○
受
付
時
間

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

○
場
所

　
下
妻
市
立
下
妻
公
民
館

（
下
妻
市
本
城
町
３
―
36
―
１
）

○
相
談
内
容

　�

夫
婦
関
係
・
親
子
関
係
・
相
続
関

係
・
扶
養
関
係
・
金
銭
関
係
・
土

地
建
物
関
係
・
交
通
事
故
関
係
等

◎�

身
の
回
り
の
こ
と
で
お
困
り
の
方

犯
罪
被
害
者
週
間
に
つ
い
て

「
調
停
相
談
会
」開
催
に
つ
い
て

個
人
事
業
税
第
二
期
分
の
納
付

11（
い
い
）月
30（
み
ら
い
）日

は「
年
金
の
日
」で
す

青
色
決
算
説
明
会
の
ご
案
内

○
日
時
　
12
月
16
日
（日）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
　
開
場

　
　
　
（
午
後
２
時
　
開
演
）

○
場
所
　
栗
橋
文
化
会
館
（
イ
リ
ス
）

　
　
　
（
久
喜
市
伊
坂
１
５
５
７
）

○
費
用
　
１
，
０
０
０
円

　
　
　
（
全
席
自
由
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
コ
ー
ル
み
ず
き
　
辻

　
０
９
０
―
４
０
１
５
―
４
５
０
１

○�

後
援
　
茨
城
県
合
唱
連
盟
、
五
霞

町
教
育
委
員
会
、
五
霞
町
文
化
協

会 コ
ー
ル
み
ず
き

第
６
回
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催

○
日
時
　
11
月
18
日
（日）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

○
受
付
電
話
番
号

　
☎
０
２
９
（
８
２
３
）
７
９
３
０

○
回
答
者
　
歯
科
医
師

○
相
談
料
　
無
料

○
主
催

（
一
社
）
茨
城
県
保
険
医
協
会

　
〒
３
０
０
―
０
０
４
５

　
土
浦
市
文
京
町
１
―
50

　
富
士
火
災
ビ
ル
３
Ｆ

　
☎
０
２
９
（
８
２
３
）
７
９
３
０

　
N
０
２
９
（
８
２
２
）
１
３
４
１

　
Qy-yoshikaw

a@
doc-net.or.jp

歯
の
な
ん
で
も
電
話
相
談

は
、
ぜ
ひ
相
談
を
。

　�

裁
判
所
の
調
停
委
員
が
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

※�

裁
判
中
や
調
停
中
の
案
件
は
、
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。

○
主
催
　
下
妻
調
停
協
会

（
水
戸
家
庭
裁
判
所
・
下
妻
支
部
内
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
家
庭
裁
判
所
　
下
妻
支
部

　
家
事
係

　
☎
０
２
９
６
（43）
７
１
９
３

　
茨
城
県
で
は
、
学
生
を
除
く
若
年

者
や
離
職
さ
れ
た
方
な
ど
で
求
職
中

の
方
を
対
象
と
し
た
合
同
就
職
面
接

会
を
開
催
し
ま
す
。

　
複
数
の
企
業
の
採
用
担
当
者
の
方

に
直
接
会
え
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
履

歴
書
を
複
数
枚
持
参
の
う
え
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
12
月
５
日
（水）

　
午
後
１
時
10
分
～
３
時
30
分

（
受
付
　
午
後
０
時
30
分
～
）

○
場
所

　
茨
城
県
筑
西
合
同
庁
舎

　
本
庁
舎
大
会
議
室

（
筑
西
市
二
木
成
６
１
５
）

元
気
い
ば
ら
き
就
職
面
接
会

を
開
催
し
ま
す

○
対
象
者

　�

学
生
を
除
く
若
年
者
や
離
職
者
等

で
求
職
中
の
方

○
参
加
事
業
所
数
　
約
20
社

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー

　
県
西
地
区
セ
ン
タ
ー

（
茨
城
県
筑
西
合
同
庁
舎
内
）

　
☎
０
２
９
６
（23）
３
８
１
１


